
記入例 
※赤字部分を記入してください。 

 

様式第３号の４ 

 

 

 

火災予防上必要な業務に関する計画提出書 
 

 令和３年  ４月  １日 
神戸市消防長 宛 

１ 提出者 

住所 神⼾市中央区加納町６−５−１ 
（電話 078−〇〇〇−〇〇○○） 

氏名 神⼾ 太郎          

                       防火担当者 

                        住所 神⼾市中央区加納町６−５−１ 

（電話 078−〇〇〇−〇〇○○） 

                        氏名 神⼾ 次郎 

（※催しを主催する団体の代表者自らが防火担当者になっても差し支えありません。） 

神戸市火災予防条例第50条の10の６第２項の規定により，次のとおり火災予防上必要な業務に

関する計画書を提出します。 

 

２ 指 定 催し の 開催 場 所   中央区○○町〇丁目 〇〇公園内 

３ 指 定 催 し の 名 称 〇〇祭り 

４ 開 催 期 間 令和３年 ５月 １日 から 令和３年 ５月 １日まで 

５ 開 催 時 間  １０時  ００分 から  １７時  ００分まで 

６ 
１ 日 当 た り の 

人 出 予 想 人 員 

 

  約3000人 

７ 露 店 等 の 数 80店舗（35店舗） 

８ 使 用 火 気 等 
☑コンロ等の火を使用する器具  ☑ガソリン等の危険物 

□その他（            ） 

９ そ の 他 必 要 事 項 
主催者TEL:090-0000-0000・防火担当者TEL:080-0000-0000 

※受  付  欄 ※経  過  欄 

  

   

備考 

１ １の欄については，提出者が法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含

む。）の場合，その名称，代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

２ 露店等の開設場所，消火器の位置，対象火気器具等の位置及び液体・気体・固体燃料の位置を

示した配置図を添付すること。 

３ □印のある欄については，該当の□印にレを付けること。 

４ ※の欄は，記入しないこと。 

 

消火器の設置が必要な火気器具を

使用する店舗数 

（カッコ内は全店舗数） 

開催当日に連絡が可能な連絡先を 

記入してください 

 

開催しようとする催し内で開設予定の露店数が80店舗以上の場合は、 

こちらの計画提出書と「火災予防上必要な業務に関する計画書」をご提出ください。 

 

※なお、こちらの計画提出書を提出された場合、別途「露店等の開設届出書」の提出は必

要ありません。 



記入例 
 

火気を取り扱う露店等を開設する者の一覧表 
店名 火気器具名 氏名 住所 連絡先 

(例)たこ焼 ○○屋 ＬＰガスこんろ 神戸 太郎 神戸市中央区加納町○丁目○―○ 080-0000-0000 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

消火器の設置が必要な火気器具（例） 

 

①気体燃料を使用する器具（LP ガス［プロパンガス］、カセットガス 等） 

 例：移動式ストーブ、調理用器具、携帯発電機、カセットコンロ 等 

 

②液体燃料を使用する器具（ガソリン、軽油 等） 

 例：移動式ストーブ、調理用器具、携帯発電機 等  

 

③固体燃料を使用する器具（木炭、まき、練炭 等） 

 例：七輪、焼き鳥器、BBQ コンロ、火鉢 等 

 

④電気を熱源とする器具 

 例：電気ストーブ、電気こんろ、IH 調理器、ホットプレート 

   電気オーブントースター、電子レンジ 等 

   電気式フライヤー、電気たこ焼き器、綿菓子器、 

   ポップコーン器、クレープ焼き器 等 

 

 

※火気器具の中でも、器具の表面に可燃物が触れた場合に発火するおそれ

のない器具であれば、消火器の設置が不要となります。 

 例：電気ポット、コーヒーメーカー、電気炊飯ジャー、タオル蒸し器、 

   冷蔵庫、肉まん保温器、電気あんか、電気毛布 等 

（ただし、これらの器具の電源として携帯発電機を使用する際は、 

消火器設置義務の対象となりますのでご注意ください。） 

 





消火器の設置場所について
原則、火気器具ごとに消火器の設置が必要ですが、

１つのブース（テント）ごとに複数の火気器具がある場合は、そのブース（テント）に１本としても差し支えありません。

※ブース内のどこで火災が発生しても、すぐに使える位置に設置してください。


